
※「家族」とは、本人の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹などの２親等以内の親族、およびその配偶者、
または同居の親族をいいます。  

※本人確認ができる主な書類  
　個人番号カード、運転免許証（運転経歴証明書）、住民基本台帳カード（写真付きのもの）、旅券（パスポート）、
　身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳など
※証明書などの（再）交付申請について、年金事務所などの窓口でお渡しできる書類とお渡しできない書類があります。

お渡しできない書類は、後日、日本年金機構に登録されているご本人の住所あてに郵送します。詳しくは窓口でご確認ください。
※委任状は日本年金機構ホームページからダウンロードできます。
　上記の書式をご使用にならない場合は、次の内容をご記入ください。
●委任年月日（委任状を作成した年月日）　●本人の署名・押印　●本人の生年月日　●本人の性別　●本人の住所　●代理人の氏名
●代理人の住所 　●本人との関係　●本人の年金証書などに記載されている基礎年金番号 　●本人の電話番号
●委任する内容（例：年金の見込額や年金の請求について、各種再交付手続きについて）
●年金の「加入期間」や「見込額」などの交付方法（代理人に交付または本人に郵送）

相談窓口に
おいでになる方 お持ちいただきたいもの

本 人

年金相談をされるとき
・年金手帳、年金証書または改定通知書など、

日本年金機構が送付した基礎年金番号がわかる書類
・本人確認ができる書類

証明書などの（再）
交付を依頼されるとき

・年金手帳、年金証書または改定通知書など、
日本年金機構が送付した基礎年金番号がわかる書類

・本人確認ができる書類

代 理 人
（家族も含む）

年金相談をされるとき ・本人の委任状（本人の署名・押印があるもの）
・代理人の本人確認ができる書類

証明書などの（再）
交付を依頼されるとき

・本人の委任状（本人の署名・押印があるもの）
・代理人の本人確認ができる書類
・本人の印鑑（証明書などの（再）交付を受けるときなど）

家 族
（委任状がない場合）

年 金 相 談 を さ れ る と き 
（本人が身体の障がいなど

により窓口においでになれ
ないときは、右記の書類を
揃え、相談ください）

・本人の身体障害者手帳、要介護認定の通知書、
精神障害者保健福祉手帳または療育手帳など

・施設、療養機関に入所されているときは施設長の証明（写し可）
・窓口においでになる方ご自身の本人確認ができる書類

証明書などの（再）
交付を依頼されるとき

・年金相談をされるときと同じになります。
※証明書などは、その場でお渡しできません。

１．年金事務所などの窓口で相談するとき

２．電話で年金相談をされるとき

電話される方 個人の記録などに関する相談内容のとき

本　人
本人確認 基礎年金番号がわかるものをご用意ください。

本人確認のため、いくつかご質問をさせていただきます。
相談できる内容 受取先金融機関などは、電話でお答えすることはできません。

家　族
本人確認 本人と電話をされた方の基礎年金番号がわかるものをご用意ください。

本人確認のため、いくつかご質問をさせていただきます。

相談できる内容 日本年金機構から送付された通知書の内容に関することに限ります。
その他の相談については、電話でお答えすることはできません。

名称・相談場所 内容 電話番号 予約

土浦年金事務所
お客様相談室 請求など給付に関する相談・請求・諸変更届出など ０５７０－０５－４８９０（※） ○
国 民 年 金 課 国民年金の諸届出・相談など ０２９－８２５－１１７０ ×

龍ケ崎市地域福祉会館 毎月第４金曜日（午前 10 時～午後２時 30 分） 土浦年金事務所お客様相談室
０２９－８２５－１１７０（※２）

○
取手市商工会館 毎月第１木曜日（午前 10 時～午後２時 30 分） ○
街角の年金相談センター土浦 対面による相談のみ、電話による相談は不可 ０５７０－０５－４８９０（※） ○

相談窓口・予約先一覧

問い合わせ先　役場保険年金課　国民年金係　☎６８－２２１１（内線２３６）
街角の年金相談センター土浦　☎０２９－８２５－２３００
ねんきんダイヤル （年金相談に関する一般的なお問い合わせ）　☎０５７０－０５－１１６５（ナビダイヤル）
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町 政 懇 談 会 開 催 し ま す ！
　町民の皆さまとの対話を大切にし、その声を町政に反映させる対
話型行政を推進するために、平成 30 年度主要事業の取り組み状況
などを報告し、町民の皆さまからの町政全般へのご意見などをお伺
いするため、町政懇談会を開催します。

茨城県議会議員一般選挙の選挙区
区域および定数変更のお知らせ

　平成 28 年 12 月に「茨城県議会議員の定数並びに選挙
区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条
例」が改正されたことに伴い、平成 30 年 12 月執行予定
の茨城県議会議員一般選挙から選挙区域および定数が変
更となります。

変更前 変更後
選挙区名称 取手市選挙区 龍ケ崎市・利根町選挙区

選挙区域
取手市および北相馬郡の

区域
龍ケ崎市および北相馬郡

利根町の区域

定 数 ３人 ２人

問い合わせ先　利根町選挙管理委員会（役場総務課内）
☎６８－２２１１（内線５０２）
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問い合わせ先　役場保険年金課　医療福祉係　☎６８－２２１１（内線２３７）

10 月１日からは…

入院・外来
（桃色）

受給者証１枚

受給者証２枚

入院のみ（白色） 外来のみ（桃色）

所得制限内の方 所得制限を超えている方
受給者証１枚

入院・外来（桃色）

開催案内
日時　10 月 28 日（日）第１部　午前 10 時～

第２部　午後２時～
（１部・２部共に２時間程度）

場所　利根町公民館　多目的ホール

築こうあなたと！
未来の利根町！

　当懇談会は、町政に対するご意見などを伺うことを

目的にしておりますので、質問に対して、その場でお答

えできないことがございますので、あらかじめご了承願

います。

問い合わせ先　役場総務課　秘書広聴係
☎６８－２２１１（内線５０３・５０５・５０７）

９月 30 日まで

（※）「予約受付専用電話」　（※２）自動音声案内に従って【１】を押した後に【２】を押してください。
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